
クールアース・パートナー国との意見交換 

 
国連気候変動枠組条約の下の各種会合の開催に併せて、クールアース・パートナ

ー国を中心に、気候変動に関する意見交換を行っている。 
 
１．バンコク AWG※注１会合時（平成２０年３月） 

（１）参加国 
 セネガル、ホンジュラス、コスタリカ、ドミニカ（共）、パナマ 
（２）概要  
 セクター別アプローチの考え方について日本より紹介。その他、クールアース・パ

ートナーシップの内容、各種気候変動に関する基金等につき意見交換。 
 
２．ボン SB※注２・AWG 会合時（平成２０年６月） 

（イ）第１部 
（１）参加国 
 セネガル、ナイジェリア、エルサルバドル、コスタリカ、パナマ、ドミニカ（共）、ラオ

ス 
（２）概要  
  クールアース・パートナーシップの対象国、CDM 等につき意見交換。 

（ロ）第２部 
（１）参加国 
 アフリカ諸国 
（２）概要  

クールアース・パートナーシップを中心に幅広く意見交換。 
 

３．アクラＡＷＧ会合時（平成２０年８月） 
 （１）参加国 
  スリランカ、モルディブ、東ティモール、パラオ、サモア、ツバル、ＰＮＧ、ペルー、ス

リナム、ブルキナファソ、ナイジェリア、モンゴル 
 （２）概要 
  インドネシアの気候変動対策円借款を紹介したほか、クールアース・パートナーシ

ップを中心に意見交換。 
 
※注１ AWG 



「条約の下での長期的協力の行動のための特別作業部会」及び「京都議定書の下で

の附属書Ⅰ国の更なる約束に関するアドホック・ワーキング・グループ」 
 
※注２ SB 
「気候変動枠組条約補助機関会合」 




